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一
に
つ
い
て 

国
際
法
上
の
問
題
と
し
て
は
、
敵
の
権
力
下
に
入
っ
た
軍
人
・
軍
属
は
一
般
に
捕
虜
と
し
て
扱
わ
れ
、
捕
虜
と
し
て
の
待

遇
を
受
け
得
る
も
の
で
あ
り
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
後
に
旧
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
（
以
下
「
旧
ソ
連
邦
」
と

い
う
。
）
の
権
力
下
に
入
っ
た
我
が
国
軍
人
・
軍
属
も
捕
虜
と
し
て
の
正
当
な
人
道
上
の
待
遇
を
受
け
る
権
利
を
旧
ソ
連
邦 

の
権
力
下
に
あ
る
間
有
し
て
い
た
も
の
と
考
え
る
。 

こ
の
「
俘
虜
ト
認
メ
ス
」
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
当
時
の
参
謀
次
長
か
ら
発
し
た
電
報
に
は
、
「
我
方
ノ
国
内
的
見 

 

解
ニ
シ
テ
敵
側
ノ
見
解
ニ
ヨ
リ
テ
形
式
上
俘
虜
タ
ル
ノ
取
扱
ヲ
受
ク
ル
モ
帝
国
ト
シ
テ
ハ
道
義
上
及
軍
律
上
共
ニ
俘
虜
ト
シ

テ
取
扱
ハ
サ
ル
ハ
勿
論
自
ラ
モ
俘
虜
ト
シ
テ
処
ス
ル
ノ
要
ナ
キ
旨
ヲ
明
示
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
」
と
書
か
れ
て
い
る
。 

し
た
が
っ
て
、
国
内
的
に
は
、
敵
の
権
力
下
に
入
っ
た
我
が
国
軍
人
・
軍
属
は
、
当
時
の
戦
陣
訓
等
に
よ
り
軍
人
と
し
て

道
義
上
及
び
軍
律
上
非
難
を
受
け
る
べ
き
俘ふ

虜
の
取
扱
い
を
受
け
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

昭
和
二
十
年
八
月
十
八
日
付
け
の
大
陸
命
第
千
三
百
八
十
五
号
は
、
「
詔
書
渙
発
以
後
敵
軍
ノ
勢
力
下
ニ
入
リ
タ
ル
帝
国 

陸
軍
軍
人
軍
属
ヲ
俘
虜
ト
認
メ
ス
」
と
述
べ
て
お
り
、
同
月
十
九
日
付
け
の
大
海
令
第
五
十
号
も
同
旨
を
述
べ
て
い
る
。 

衆
議
院
議
員
相
沢
英
之
君
提
出
シ
ベ
リ
ア
抑
留
者
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

三 

 



 

 

四 

旧
ソ
連
邦
に
よ
る
当
時
の
我
が
国
軍
人
・
軍
属
に
対
す
る
不
当
な
抑
留
は
、
「
日
本
国
軍
隊
ハ
完
全
ニ
武
装
ヲ
解
除
セ
ラ 

レ
タ
ル
後
各
自
ノ
家
庭
ニ
復
帰
シ
平
和
的
且
生
産
的
ノ
生
活
ヲ
営
ム
ノ
機
会
ヲ
得
シ
メ
ラ
ル
ベ
シ
」
と
す
る
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言

第
九
項
に
違
反
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
が
、
こ
れ
を
も
っ
て
旧
ソ
連
邦
の
権
力
下
に
入
っ
た
我
が
国
軍
人
・
軍
属
が

国
際
法
上
そ
の
捕
虜
と
し
て
の
待
遇
を
受
け
る
権
利
を
失
う
も
の
で
は
な
い
。 

ま
た
、
法
的
な
戦
争
状
態
の
終
了
は
、
一
般
に
平
和
条
約
の
締
結
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
我
が
国
と
旧
ソ
連
邦
と
の
間
の

法
的
な
戦
争
状
態
は
、
昭
和
三
十
一
年
十
二
月
十
二
日
に
発
効
し
た
日
本
国
と
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
と
の
共

同
宣
言
（
昭
和
三
十
一
年
条
約
第
二
十
号
。
以
下
「
日
ソ
共
同
宣
言
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
終
了
し
た
。 

二
に
つ
い
て 

日
ソ
共
同
宣
言
の
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
権
の
放
棄
に
つ
い
て
は
、
国
家
自
身
の
請
求
権
を
除
け
ば
、
い
わ
ゆ
る
外

交
保
護
権
の
放
棄
で
あ
っ
て
、
日
本
国
民
が
個
人
と
し
て
有
す
る
請
求
権
を
放
棄
し
た
も
の
で
は
な
い
。 


